
熊本県後期高齢者医療財政安定化基金運営要項 

 

第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この要項は、熊本県後期高齢者医療財政安定化基金条例（平成２０年熊本県条例第

１４号。以下「条例」という。）第１条の規定に基づき設置された熊本県後期高齢者医療

財政安定化基金（以下「基金」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２章 拠出金 

 （拠出金の額の算定） 

第２条 熊本県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）は、知事が別に定め

る日までに、次の各号に掲げる書類を知事に提出しなければならない。 

 一 療養の給付等に要する費用の額見込額計算書（別記第１号様式） 

 二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

２ 知事は、広域連合から提出された前項に掲げる書類に基づき、条例第４条の規定により、

特定期間（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「法」とい

う。）第１１６条第２項第１号に規定する特定期間をいう。以下同じ。）の各年度の広域

連合の拠出金（法第１１６条第３項に定める財政安定化基金拠出金をいう。以下同じ。）

の額を定め、広域連合へ通知する。 

 

 （拠出金の納付） 

第３条 広域連合は、各年度の拠出金の額を当該年度の１２月末日までに納付しなければな

らない。 

 

 （基金への積立て） 

第４条 知事は、各年度の拠出金の額の３倍に相当する額を、当該年度の１２月末日までに

基金へ積み立てなければならない。 

 

第３章 交付事業 

 （交付の要件及び額） 

第５条 知事は、条例第８条の規定に基づき、広域連合が法第１１６条第１項第１号の要件

を満たす場合に、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政

令（平成１９年政令第３２５号。以下「政令」という。）第１３条第２項の規定より算定

した額を交付する。 

 

 （交付の申請） 

第６条 広域連合は、基金から交付金（法第１１６条第１項第１号に掲げる事業に係る交付

金をいう。以下同じ。）の交付を受けようとする場合には、特定期間の終了年度において

知事が別に定める日までに、交付金交付申請書（別記第２号様式）に次の各号に掲げる書

類を添えて知事に提出しなければならない。 



 一 交付金額計算書（別記第３号様式） 

 二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

 

 （交付の決定） 

第７条 知事は、前条の規定により提出された交付金交付申請書等を審査のうえ、交付を適

当と認めたときは、交付及び交付額を決定し、広域連合に通知するものとする。 

 

 （交付金の交付） 

第８条 前条の規定により交付の決定を受けた広域連合が交付金の交付を受けようとすると

きは、請求書（別記第４号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに交付金を交付するも

のとする。 

 

第４章 貸付事業 

 （貸付けの要件及び額） 

第９条 知事は、条例第８条の規定に基づき、広域連合が法１１６条第１項第２号及び政令

第１４条第１項の要件を満たす場合に、政令第１４条第２項の規定により算定した額を限

度として、その範囲内の額を貸し付ける。 

 

 （借入の申請） 

第１０条 広域連合は、特定期間の初年度において、基金から貸付金（法第１１６条第１項

第２号に掲げる事業に係る貸付金をいう。以下同じ。）の貸付けを受けようとする場合は、

当該年度において知事が別に定める日までに、貸付金借入申請書（別記第５号様式）に次

の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

 一 貸付金額計算書（別記第６号様式） 

 二 貸付金償還計画書（別記第７号様式） 

 三 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

２ 広域連合は、特定期間の終了年度において、基金から貸付金の貸付けを受けようとする

場合は、当該年度において知事が別に定める日までに、貸付金借入申請書（別記第５号様

式）に前項の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

 

 （貸付けの決定） 

第１１条 知事は、前条の規定により提出された貸付金借入申請書等を審査のうえ、貸付け

を適当と認めたときは、貸付け及び貸付額を決定し、広域連合に通知するものとする。 

 

 （貸付金の貸付け） 

第１２条 前条の規定により貸付けの決定を受けた広域連合が貸付金の貸付けを受けようと

するときは、請求書（別記第４号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに貸付金を貸し付ける

ものとする。 



３ 貸付金の貸付けを受けた広域連合は、直ちに借用証書（別記第８号様式）を知事に提出

しなければならない。 

 

 （償還方法） 

第１３条 広域連合は、基金から貸付金の貸付けを受けた場合には、当該貸付けを受けた特

定期間の借入総額を２で除して得た金額を、次の特定期間の各年度において償還を行う。

ただし、広域連合が第１４条及び第１５条に規定する償還期限等の延期又は繰上償還を行

う場合は、この限りでない。 

２ 広域連合は、各年度の償還金の額を当該年度の１２月末日までに納付しなければならな

い。 

 

 （償還期限等の延期） 

第１４条 広域連合は、基金から貸付金の貸付けを受けた場合において、次の特定期間の償

還期限までの償還によって次の特定期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれ

る場合は、次のいずれかに掲げる日を償還期限として、償還期限の延期を求めることがで

きる。 

 （１）当該貸付けを受けた特定期間の次の次の特定期間の終了年度の末日 

 （２）前号に掲げる日の属する特定期間の次の特定期間の終了年度の末日 

２ 広域連合は、基金から貸付金の貸付けを受けた場合において、災害等の特別の事情があ

る場合は、前条及び前項の規定により貸付けに際して定めた償還期限又は各年度の償還期

限の延期を求めることができる。 

３ 広域連合は、第１項及び第２項の規定による償還期限又は各年度の償還期限の延期を求

めるときは、償還期限等の２０日前までに、償還期限等延期申請書（別記第９号様式）を

知事に提出しなければならない。 

４ 知事は、前項の規定により提出された申請書を審査のうえ、その可否及び償還延長を決

定し、広域連合に対し通知するものとする。 

 

 （繰上償還） 

第１５条 知事は、広域連合が基金から貸付金の貸付けを受けた場合において、知事の定め

る貸付けの条件に従わなかったときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させるこ

とができる。 

２ 広域連合は、基金から貸付金の貸付けを受けた場合に、第１１条第２項の規定及び前条

の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。 

３ 広域連合は、前項の規定により貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還しようとすると

きは、繰り上げて償還しようとする日の２０日前までに、繰上償還通知書（別記第１０号

様式）を知事に提出しなければならない。 

 

 

 （借入台帳の整備） 

第１６条 広域連合は、基金から貸付金の貸付けを受けた場合には、基金借入台帳を整備し



なければならない。 

 

第５章 雑則 

 （報告及び調査） 

第１７条 知事は、必要があると認めるときは、広域連合に対し、この要項に定めるものの

ほか、交付金又は貸付金に関する事項について報告を求め、又は関係書類その他について

実地に調査することができるものとする。 

 

 （補則） 

第１８条 この要項の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

   附 則 

１ この要項は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 第５条から第８条まで及び第１７条の規定は、条例附則第２項に規定する事業について

準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 

第５条 条例第８条 条例附則第２項 

法第１１６条第１項第１号の要

件を満たす場合に 

法附則第１４条の２に規定す

る交付金の交付を受けようと

する場合に 

前期高齢者交付金及び後期高齢

者医療の国庫負担金の算定等に

関する政令（平成１９年政令第３

２５号。以下「政令」という）第

１３条第２項の規定より算定し

た額 

知事が必要と認める額 

第６条 法第１１６条第１項第１号 法附則第１４条の２ 

特定期間の終了年度において知

事が別に定める日 

知事が別に定める日 

一 交付金額計算書（別記第３号

様式） 

一 当該交付を受けようとす

る交付金の積算の基礎を明

らかにした書類 

別記第２号様式 第６条 附則第２項において準用する

第６条 

附 則 

この要項は、平成２３年３月２２日から施行する。 



【第１号様式】（第２条関係） 

 

療養の給付等に要する費用の額見込額計算書 

 

 

     年度 (A) 

 

     年度（B） 

 

合計額（C) A+B 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【第２号様式】（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

熊本県知事         様 

 

                    熊本県後期高齢者医療広域連合 

                    連合長          印 

 

交付金交付申請書 

 熊本県後期高齢者医療財政安定化基金運営要項第６条の規定により、下記のとおり交付を

受けたいので関係書類を添えて申請する。 

記 

 

   交付申請金額                    円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【第４号様式】（第８条・第１２条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

熊本県知事         様 

 

                    熊本県後期高齢者医療広域連合 

                    連合長          印 

 

請 求 書 

 ○○○○年○○月○○日付け○○第○○号をもって交付（貸付）決定の通知を受けた熊本

県後期高齢者医療財政安定化基金交付（貸付）金を下記のとおり請求する。 

 

記 

 

   請求金額                  円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【第５号様式】（第１０条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

熊本県知事         様 

 

                    熊本県後期高齢者医療広域連合 

                    連合長          印 

 

貸付金借入申請書 

 熊本県後期高齢者医療財政安定化基金運営要項第１０条の規定により、下記のとおり借り

入れたいので関係書類を添えて申請する。 

記 

 

   借入申請金額                円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【第７号様式】（第１０条関係） 

貸付金償還計画書 

 

 １ 

 

     年  月  日 

 

                        円 

 

 ２ 

 

     年  月  日 

 

                         円 

 

 ３ 

 

     年  月  日 

 

                         円 

 

 ４ 

 

     年  月  日 

 

                         円 

 

 ５ 

 

     年  月  日 

 

                         円 

 

 ６ 

 

 

     年  月  日 

 

 

                         円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【第８号様式】（第１２条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

熊本県知事         様 

 

                    熊本県後期高齢者医療広域連合 

                    連合長          印 

 

借 用 証 書 

 

   借用金額                 円 

 

 上記金額を次の条件にて借用する。 

 

１ 借入対象事業名 

２ 据 置 期 限              年  月  日 

３ 償 還 期 限              年  月  日 

４ そ の 他         熊本県後期高齢者医療財政安定化基金条例及び熊本県後期高齢者医

療財政安定化基金運営要項の関係規定に従います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【第９号様式】（第１４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

熊本県知事         様 

 

                    熊本県後期高齢者医療広域連合 

                    連合長          印 

 

償還期限等延長申請書 

 ○○○○年○○月○○日付け○○第○○号をもって貸付決定の通知を受けた熊本県後期高

齢者医療財政安定化基金貸付金の償還期限等の延長について、熊本県後期高齢者医療財政安

定化基金運営要項第１４条の規定により、下記のとおり申請する。 

記 

１ 金 額        

２ 償 還 期 限        

３ 償還延長期限        

４ 延 長 理 由        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【第１０号様式】（第１５条関係） 

第     号 

年  月  日 

  

熊本県知事         様 

 

                    熊本県後期高齢者医療広域連合 

                    連合長          印 

 

繰上償還通知書 

 ○○○○年○○月○○日付け○○第○○号をもって貸付決定の通知を受けた熊本県後期高

齢者医療財政安定化基金貸付金を下記のとおり繰上償還したいので、熊本県後期高齢者医療

財政安定化基金運営要項第１５条の規定により通知する。 

記 

１ 年 度 区 分        

２ 借 入 年 月 日        

３ 借用証書番号        

４ 借 入 額        

５ 繰 上 償 還 額        

６ 繰上償還期日        

７ 繰上償還理由        

 


